
 (参考) 

 

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成 15 年法律第 97

号）（抜粋） 

 

（遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認）  

第四条 

遺伝子組換え生物等を作成し又は輸入して第一種使用等をしようとする者その他の遺伝子組換

え生物等の第一種使用等をしようとする者は、遺伝子組換え生物等の種類ごとにその第一種使用

等に関する規程（以下「第一種使用規程」という。）を定め、これにつき主務大臣の承認を受けな

ければならない。ただし、その性状等からみて第一種使用等による生物多様性影響が生じないこ

とが明らかな生物として主務大臣が指定する遺伝子組換え生物等（以下「特定遺伝子組換え生物

等」という。）の第一種使用等をしようとする場合、この項又は第九条第一項の規定に基づき主務

大臣の承認を受けた第一種使用規程（第七条第一項（第九条第四項において準用する場合を含む。）

の規定に基づき主務大臣により変更された第一種使用規程については、その変更後のもの）に定

める第一種使用等をしようとする場合その他主務省令で定める場合は、この限りでない。  

２～７  略 

 

（第一種使用等に関する措置命令）  

第十条 

主務大臣は、第四条第一項の規定に違反して遺伝子組換え生物等の第一種使用等をした者、又

はしている者に対し、生物多様性影響を防止するため必要な限度において、遺伝子組換え生物等

の回収を図ることその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

２ 略 

 

（報告徴収）  

第三十条 

  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、遺伝子組換え生物等（遺伝子組換え生物等

であることの疑いのある生物を含む。以下この条、次条第一項及び第三十二条第一項において同

じ。）の使用等をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内

管理人、遺伝子組換え生物等を輸出した者その他の関係者からその行為の実施状況その他必要な

事項の報告を求めることができる。  

 

（立入検査等）  

第三十一条 

  主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、遺伝子組換え生物等の使用等

をしている者、又はした者、遺伝子組換え生物等を譲渡し、又は提供した者、国内管理人、遺伝子

組換え生物等を輸出した者その他の関係者がその行為を行う場所その他の場所に立ち入らせ、関

係者に質問させ、遺伝子組換え生物等、施設等その他の物件を検査させ、又は検査に必要な最少

限度の分量に限り遺伝子組換え生物等を無償で収去させることができる。  

２・３ 略 

 



（罰則） 

第三十八条 

第十条第一項若しくは第二項、第十一条第二項、第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第

二項、第十七条第五項、第二十六条第二項又は第二十九条の規定による命令に違反した者は、一

年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 

第三十九条 

 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。  

一  第四条第一項の規定に違反して第一種使用等をした者  

二  偽りその他不正の手段により第四条第一項又は第九条第一項の承認を受けた者 

 

第四十三条 

  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

一  第三十条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

二  第三十一条第一項又は第三十二条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 


